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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
連
の
先
住
民
族
権
利
宣
言
を
受
け
て
の
我
が
国
政
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の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
連
の
先
住
民
族
権
利
宣
言
を
受
け
て
の
我
が
国
政
府
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
連
絡
」
に
関
し
、
政
府
と
し
て
、
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
連
絡
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
一
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
五
六
号
）
一
及
び

二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
会
議
要
旨
等
の
形
式
で
記
録
に
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
、
具
体
例
を
挙
げ

て
お
答
え
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」
（
以
下
「
宣
言
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
報
道
機
関
等
か
ら
宣
言

の
採
択
の
事
実
関
係
等
に
関
す
る
照
会
が
あ
り
、
政
府
と
し
て
照
会
の
内
容
に
応
じ
て
必
要
な
回
答
を
行
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
連
絡
」
及
び
「
御
相
談
」
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
形
態
が
あ
り
得
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、

一



宣
言
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て
政
府
部
内
で
連
絡
を
取
り
合
っ
て
き
て
い
る
ほ
か
、
宣
言
に
関
す
る
外
部
か
ら
の
照
会
に
対

し
て
必
要
な
説
明
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
適
切
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
国
際
連
合
に
お
け
る
宣
言
の
採
択
以
前
か
ら
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
五
日
内
閣
衆
質
一
六

八
第
五
三
号
）
三
及
び
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
北
海
道
が
実
施
し
て
い
る
「
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
生
活
向
上
に
関

す
る
推
進
方
策
」
に
協
力
し
て
お
り
、
ま
た
、
平
成
七
年
三
月
に
内
閣
官
房
長
官
の
下
に
設
置
さ
れ
た
「
ウ
タ
リ
対
策
の
あ

り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」
に
お
い
て
具
体
的
施
策
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
総
合
的
な
検
討
が
行
わ
れ
、
平
成
八
年
四

月
に
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
こ
の
報
告
書
の
提
言
を
受
け
、
内
閣
が
提
出
し
、
成
立
し
た
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ

ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省

及
び
文
部
科
学
省
に
お
い
て
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
等
に
関
す
る
施
策
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
施
策
へ

の
協
力
又
は
施
策
の
推
進
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
と
考
え
て
い
る
。

二


